
教育職員免許状の主な取得方法および適用条項 

教育職員免許状を取得する際には、次のような方法があり、それぞれ教育職員免許法の

適用条項が異なりますのでご注意ください。 

 

１．教育職員免許状授与願による免許状取得 

適用条項 説明 

第５条別表第１ 大学等での単位修得により、教諭（幼稚園、小学校、中学校、

高等学校、特別支援学校）の免許状を取得する場合 

第５条別表第２ 

  イ・ロ・ハ（※１） 

大学等での単位修得または保健師免許等により、養護教諭の免

許状を取得する場合 

第５条別表第２の２ 大学等での単位修得または管理栄養士等の免許等により、栄養

教諭の免許状を取得する場合 

第５条の２第３項 

施行規則第７条第３項 

大学等での単位修得により、特別支援学校教諭免許状の領域の

追加を行う場合 

附則第１１項 教科に関する科目を利用し高校一種（工業）の免許状を取得す

る場合 

第１６条の２ 教員資格認定試験（幼稚園教員資格認定試験など）に合格し、

免許状を取得する場合 

 

２．教育職員検定願による免許状取得 

適用条項 説明 

第６条別表第３ 教員としての在職年数を活用して、所持する免許状の上位免許

状を取得する場合 

第６条別表第４ 中学校または高校教諭の免許状を所持する方が、所持する免許

状と同一校種の他教科の免許状を取得する場合 

第６条別表第５ 実習を担当する助教諭の臨時免許状取得後、実習を担任する教員と

しての在職年数を活用して、実習教諭の免許状を取得する場合 

第６条別表第６ 養護教諭または養護助教諭としての在職年数を活用して、所持

する養護教諭免許状の上位免許状を取得する場合 

第６条別表第６の２ 栄養教諭または養護助教諭としての在職年数を活用して、所持

する栄養教諭免許状の上位免許状を取得する場合 

第６条別表第７ 教員としての在職年数を活用して、特別支援学校教諭免許状の

取得を行う場合 

施行規則第７条第５項 教員としての在職年数を活用して、特別支援学校教諭免許状の

領域の追加を行う場合 

第６条別表第８ 教員としての在職年数を活用して、隣接校種の免許状を取得す

る場合 

附則第９項 実習助手としての在職年数を活用して、高等学校実習教諭の免

許状を取得する場合 

附則第１８項 学校栄養職員としての在職年数を活用して、栄養教諭免許状を

取得する場合 

附則第１９項 保育士としての在職年数を活用して、幼稚園教諭の免許状を取

得する場合 



※１ 養護教諭免許状の基礎資格及び適用条項について 

専修免許の場合、適用条項は「第５条別表第２」のみで結構です。 

 

 

 

 第５条別表第２イ 第５条別表第２ロ 第５条別表第２ハ 

専 修 修士の学位   

一 種 学士の学位 

保健師助産師看護師法第

7 条第１項の規定により

保健師の免許を受け、文部

科学大臣の指定する養護

教諭養成機関に半年以上

在学 

保健師助産師看護師法第

7 条第３項の規定により

看護師の免許を受け、文部

科学大臣の指定する養護

教諭養成機関に１年以上

以上在学 

二 種 

短期大学士の学位を有す

ること又は文部科学大臣

の指定する養護教諭養成

機関を卒業 

保健師助産師看護師法第

７条第１項の規定により

保健師の免許を受けてい

ること 

保健師助産師看護師法第

５１条の規定に該当する

こと又は同条第３項の規

定により免許を受けてい

ること （保健婦免許） 



特に、以下の免許状は適用条項と申請方法が紛らわしいので、ご注意ください。 

 

免許状 取得の方法 申請 適用条項 

幼稚園 

教諭 

免許状 

Ａ 教育資格認定試験（幼稚園教員資格認定試験など）

に合格し、免許状を取得する場合 

授与  第１６条の２ 

Ｂ 保育士としての在職年数を活用して、幼稚園教諭の

免許状を取得する場合 

検定 附則１９項 

養護 

教諭 

免許状 

Ａ 大学等での単位修得または保健師免許等により、養

護教諭の免許状を取得する場合 

授与 第５条別表第２   

イ・ロ・ハ 

Ｂ 養護教諭または養護助教諭としての在職年数を活用

して、所持する養護教諭免許状の上位免許状を取得

する場合 

検定 第６条別表第６ 

栄養 

教諭 

免許状 

Ａ 大学等での単位修得または管理栄養士等の免許等に

より、栄養教諭の免許状を取得する場合 

授与 第５条別表第２

の２ 

Ｂ 栄養教諭または栄養助教諭としての在職年数を活用

して、所持する栄養教諭免許状の上位免許状を取得

する場合 

検定 第６条別表第６

の２ 

Ｃ 学校栄養職員としての在職年数を活用して、栄養教

諭免許状を取得する場合 

検定 附則第１８項 

実習 

教諭 

免許状 

Ａ 実習を担当する助教諭の臨時免許状取得後、実習を

担任する教員としての在職年数を活用して、実習教

諭の免許状を取得する場合 

検定 第６条別表第５ 

Ｂ 実習助手としての在職年数を活用して、高等学校実

習教諭の免許状を取得する場合 

検定 附則第９項 

特 別 支

援 学 校

教諭 

免 許 状

の 

取得 

Ａ 大学等での単位修得により、特別支援学校教諭免許

状の取得を行う場合 

 単位数 専修５０・一種２６・二種１６ 

授与 第５条別表第１ 

Ｂ 教員としての在職年数を活用して、特別支援学校教

諭免許状の領域の追加を行う場合 

単位数 専修１５・一種６・二種６ 

検定 第６条別表第７ 

特 別 支

援 学 校

教諭 

免 許 状

の 

領 域 の

追加 

Ａ 大学等での単位修得により、特別支援学校教諭免許

状の領域の追加を行う場合 

※様式第１号の「教育職員免許状授与願」と書かれ

ている下に「領域の追加」と記入し申請してくだ

さい 

授与 施行規則第７条

第３項 

Ｂ 教員としての在職年数を活用して、特別支援学校教

諭免許状の領域の追加を行う場合 

※様式第４号の「教育職員免許状検定願」と書かれ

ている下に「領域の追加」と記入し申請してくだ

さい 

検定 施行規則第７条

第５項 

 


